
議   第   ９６   号   

平成３１年 ２ 月１８日提出   

 

   財産の取得の変更について 

 

 財産の取得を次のように変更する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

１ 財  産 

 (1) 土 地１１３０，２５６.５３平方メートルのうち共有持分１０，０００分の  

３，４０７ 

 (2) 建 物  専有部分３０，７８０．２８平方メートル及びこれに付随する共用

部分に係る共有持分 

２ 所 在 地  熊本市中央区桜町３番１３号 

３ 取得価格  「２８，３３０，４００，０００円」を 

        「２９，０４４，４００，０００円」に変更 

４ 相 手 方  熊本市中央区花畑町４番３号 

        熊本桜町再開発 株式会社 

        代表取締役社長 矢田 素史 

 

 （提出理由） 

  熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業に係る保留床の取得の変更につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び熊本市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第 

１６号）第３条の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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